
受動喫煙防止対策強化検討チームについて

座長 内閣官房副長官（事務）

副座長 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局長

内閣官房副長官補（内政担当）

厚生労働事務次官

構成員 内閣官房、財務省、スポーツ庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

の局長級

オブザーバー 東京都、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の局長級

＊ 厚生労働省健康局健康課長を座長、関係行政機関の課長級を構成員としたワーキンググループを設置。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機として、健康増進の観点に加え、

近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地における受動喫煙法規制の整備状況を踏ま

えつつ、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策を強化するため、2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議の下に設置。

第１回 平成28年1月25日（月）

構成員

開催状況

設置趣旨

＊ 庶務は、内閣官房の協力を得て、厚生労働省において処理。
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